
民間企業等からの採用に関連する制度の概要民間企業等からの採用に関連する制度の概要

※任期付職員法に基づく採用や交流採用、選考採用により、局長、審議官等の本省幹部ポストへ登用することも原則可能。なお、その際の内閣人事局による適格性審査の実施に当たっては、公正性の確保の
ため、人事行政に関し高度の知見等を有し、中立公正な判断ができる者（人事官等）の意見を聴くことが必要。
※表中における「人事院承認」や「人事院が認定」、「公正性の確保に関するルールを人事院規則で規定」の具体的な内容、要件については別紙参照
※防衛省の非常勤職員（特別職）の給与については一般職の非常勤職員の例により決定

任期付職員
（任期付職員法） 交流採用

（官民人事交流法） 選考採用 経験者採用試験
非常勤職員

期間業務
職員

パートタイム
職員特定任期付 一般任期付

身分 常勤
常勤

雇用継続型は交流元企業と身
分併有（交流元企業の業務には従
事できない）

常勤 常勤
非常勤

※勤務時間により期間業務職
員とパートタイム職員（委員、顧
問、参与等を含む）に大別

任期 あり
（最長５年）

あり
（最長５年） なし なし

一会計年度内
で任命権者が
決定

任命権者が決
定

採用

手続 各府省で公募・選考

人事院が行う公募に応じた民間
企業と各府省が協議して交流計
画を立案し、人事院が認定

各府省で公募・選考
①府省合同試験
②府省ごとに実施する試験
のいずれかにより係長級相当以
上に採用

各府省で公募・採用

公正
性の
確保

人事院承認
※弁護士、公認
会計士及び研究
者は包括承認
個別府省単位の
包括承認もあり

人事院承認
※本省課長補佐
級以下は包括承
認

採用に当たって遵守すべき公正
性の確保に関するルールを人事
院規則で規定
採用試験の対象となる官職に採
用する場合は一部人事院承認

採用に当たって遵守すべき公正
性の確保に関するルールを人事
院規則で規定
（採用候補者名簿から採用）

採用に当たって遵守すべき公正
性の確保に関するルールを人事
院規則で規定

給与

専門的な知識経
験の度、従事する
業務の困難度等
に応じて弾力的に
決定(俸給月額
は最高で事務次
官級まで可能
（一部人事院承
認）)

職務に応じ、経歴、
能力等を考慮し
て決定

国が支給
職務に応じ、経歴、能力等を考
慮して決定
※交流元企業からの補填は不可

職務に応じ、経歴、能力等を考
慮して決定

職務に応じ、経歴、能力等を考
慮して決定

常勤職員との権衡を考慮し、予
算の範囲内で決定
※委員・顧問・参与等は日額制
※国の業務に従事する場合には
給与を支給する必要

対象となる
人材の例

高度の専門的知
識経験等を有す
る者（弁護士、
公認会計士等）

専門的知識経験
を有する者

実務経験を有する民間企業の従
業員

各府省のニーズに応じて必要と
なる者

民間企業等において２年以上
の実務経験等を有する者

各府省のニーズに応じて臨時的
に必要となる者
※事務補助業務に従事する者
のほか、専門的業務等に従事す
る者も存在

兼業
許可が必要（営
利企業との兼業
は原則許可され
ない）

許可が必要（営
利企業との兼業
は原則許可され
ない）

許可が必要（営利企業との兼
業は原則許可されない）

許可が必要（営利企業との兼
業は原則許可されない）

許可が必要（営利企業との兼
業は原則許可されない） 兼業規制規定は適用されない
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任期付職員
（任期付職員法）

交流採用
（官民人事交流法） 選考採用 経験者採用試験 非常勤職員

人事院が、以下の要件を満たしているか判断し、
承認を行う

【従事させる業務に関する要件】
○特定任期付職員：高度の専門的な知識経験
又は優れた識見を有する者を当該知識経験等を一
定期間活用して遂行することが特に必要とされる業
務に従事させること
○一般任期付職員：専門的な知識経験を有する
者を当該知識経験を必要とする業務に従事させる
場合であって、適任と認められる職を部内で確保す
ることが一定期間困難であること等

【任期に関する要件】
任用予定期間が、従事する業務の遂行に必要な
期間であって、その業務内容に応じたものであること

【任用の公正性に関する要件】
選考対象者の募集が、公募又はこれに準ずる方
法により行われていること
選考が、能力及び適性の有無を的確に判定し得
る複数の者によって構成される選考委員会の審査を
経て行われていること

【公務の公正性に関する要件】
採用予定者を従事させる業務に、採用予定日前
３月以内の期間に所属していた企業に対する処分
等に関する事務及び当該企業との契約に関する事
務が含まれないこと

【給与（特定任期付職員）】
高度の専門的な知識経験、従事する業務の困難
度等に基づき、審議官級の額までは各府省限りで、
局長級～次官級の額までは人事院承認を経て決
定

人事院が、交流基準（公務の公正性に関する
要件）に基づき、民間企業からの応募の認定及び
交流採用計画の認定を行う

【交流基準】
交流採用日前２年間において、民間企業等又
はその役員が、業務に係る刑事事件で起訴されて
いないこと、業務停止命令、課徴金納付命令等の
不利益処分を受けていないこと

交流元企業に対する許認可などの処分等に関す
る事務を所掌するポストへの交流採用でないこと

同一の民間企業等と、国の機関等の同一部局
等との間の交流採用が連続３回（最後の交流採
用から２年経過すると連続回数はリセット）を超え
ていないこと

交流採用日前５年間において、交流採用者が、
交流先府省との間の契約の締結又は履行に携
わっていないこと

交流採用日前５年間に係る年度のいずれかにお
いて、交流元企業と交流先府省が、
○契約の総額が２千万円以上
かつ

○当該交流元企業の売上額等の総額に占める割
合が２５％以上（大企業にあっては１０％以
上）

の契約関係にないこと

任命権者が、人事院規
則等に基づき、選考採用
を行う

採用に当たっては原則と
して公募を行う

任命権者は人事院規則
で規定する能力実証方法
の中から３以上を実施
（原則として、筆記試験、
論文試験、作文試験の中
から１以上、人物試験、
技能等の実地試験、経歴
評定から１以上を選択）

採用試験の対象となる
官職に選考採用することが
できるのは、特別の技術、
知識又はその能力を必要
とする官職等
※一部の選考採用は人事
院が承認（例：障害者
選考試験や中途採用者
選考試験（就職氷河期
世代））

任命権者が、国家
公務員採用試験の
合格者から、採用を
行う

受験資格等の要件
は人事院規則及び
人事院公示で規定

各府省の実施の求
めに応じて人事院が
試験を実施

合格者は採用候補
者名簿（有効期間
１年）に記載

府省ごとに実施する
試験については、名
簿に記載された者を
採用
府省合同試験につ
いては、名簿に記載さ
れた者の中から各府
省が採用面接を行い
採用者を決定

任命権者が、人事
院規則等に基づき、
採用を行う

採用に当たっては
原則として公募を行う

採用における能力
実証では、面接、経
歴評定その他の適宜
の方法（作文試験、
体力検査など）を実
施
※期間業務職員は
面接が必須

別紙人事院承認等の具体的な内容及び要件について


